
「「「「浄化槽工事業浄化槽工事業浄化槽工事業浄化槽工事業のののの登録登録登録登録 ・・・・ 特例浄化槽工事業特例浄化槽工事業特例浄化槽工事業特例浄化槽工事業のののの届出届出届出届出」」」」についてについてについてについて」「」「」「」「

浄化槽工事業を営もうとする場合は、請負金額に関わらず浄化槽工事業を行おうとする

区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

ただし、建設業許可（土木工事業、建築工事業、管工事業）を有している場合には、浄

化槽工事業の登録に代えて特例浄化槽工事業の届出が必要です。

○○○○ 浄化槽工事業浄化槽工事業浄化槽工事業浄化槽工事業のののの登録登録登録登録についてについてについてについて

１１１１ 登録登録登録登録のののの要件要件要件要件

浄化槽工事業の登録を受けるためには、営業所ごとに を設置すること浄化槽設備士浄化槽設備士浄化槽設備士浄化槽設備士

及び下記の登録拒否事由に該当しないことが要件となっています。

①浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を

終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２年を経過していない者

②浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から２年を経過していな

い者（浄化槽工事業者が法人の場合には、その処分のあった日前３０日以内にそ

の役員であった者を含む ）。

③浄化槽工事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者

④申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実

の記載を欠いているとき

⑤浄化槽工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記①

～④のいずれかに該当するとき

⑥浄化槽工事業者が法人の場合で、役員の中に上記①～⑤のいずれかに該当する者

がいるとき

２２２２ 登録登録登録登録のののの手続手続手続手続きききき

登録申請に必要な提出書類、提出先等については下記のとおりです。

【提出書類】

①登録申請書（様式第１号）

②誓約書（様式第２号）

③営業所ごとに置かれる浄化槽設備士（各営業所１名）の浄化槽設備士免状の

写し又は浄化槽設備士証の写し

④登録申請者の略歴書（様式第３号） ※法人の場合は役員全員の分

⑤浄化槽設備士の略歴書（様式第４号） ※他県の営業所の分も含む

⑥浄化槽設備士の住民票の抄本

⑦申請者が法人の場合は商業登記簿謄本、個人の場合は事業主の住民票の抄本



【提出先・部数】

①奈良県内に営業所を設置している場合

提出先・・・・営業所の所在地を管轄する土木事務所（ 建設業許可申請の手「

引き」を参照してください）

提出部数・・・正本１部、写し１部、申請者控１部 計３部

②奈良県内に営業所を設置していない場合

（県外業者の方が奈良県内で浄化槽工事を行う場合）

提出先・・・・建設業指導室（奈良市登大路町３０番地）

提出部数・・・正本１部、申請者控１部 計２部

【登録手数料 （奈良県証紙で納入してください）】

新規登録・・・・３３０００円 更新登録・・・・２６０００円, ,

３３３３ 登録登録登録登録のののの有効期間有効期間有効期間有効期間

登録の有効期間は です。引き続き浄化槽工事業を行う場合には、登録有効期５５５５年間年間年間年間

間の満了する３０日前までに、登録更新の申請を行ってください。

４４４４ 変更届変更届変更届変更届のののの提出提出提出提出

登録事項に変更が生じた場合には、変更があった日から３０日以内に変更事項を届

け出なければなりません。

に加えて、変更する事項に応じて下記の添付書類を提変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書（（（（様式第様式第様式第様式第７７７７号号号号））））

出してください。

変 更 す る 事 項 添 付 書 類

氏名又は名称、住所 個人 住民票抄本

法人 商業登記簿謄本

代表者の氏名（法人の場合のみ） 商業登記簿謄本

営業所の名称及び所在地 個人 なし

法人 商業登記の変更を必要とする場合に

は商業登記簿謄本

役員の氏名（法人の場合のみ） 商業登記簿謄本

※新たに役員となる者がある場合には、

誓約書（様式第２号）及び当該役員の

略歴書（様式第３号）

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽 当該浄化槽設備士の

設備士免状の交付番号 ① 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備

士証の写し

② 略歴書（様式第４号）

③ 住民票抄本



５５５５ 廃業等廃業等廃業等廃業等のののの届出届出届出届出

「「「「浄化浄化浄化浄化登録期間中、浄化槽工事業を廃止した場合は、３０日以内に下記のとおり

を提出してください。槽工事業廃業等届出書槽工事業廃業等届出書槽工事業廃業等届出書槽工事業廃業等届出書」」」」

廃業等の理由 廃業届を提出する者

登録を受けた個人が死亡した場合 相続人

法人が合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員

法人が破産により解散した場合 破産管財人

法人が合併又は破産以外の理由で解散した場合 清算人

登録を受けた都道府県で浄化槽工事業を廃止し 浄化槽工事業者であった個人

た場合 又は法人の役員

６６６６ 建設業許可建設業許可建設業許可建設業許可をををを取得取得取得取得したしたしたした場合場合場合場合のののの届出届出届出届出

登録期間中に新たに建設業許可（土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか）

を取得した場合には、浄化槽工事業の登録は失効します。

この場合、特例浄化槽工事業の届出が必要となりますので注意してください。

○○○○ 特例浄化槽工事業特例浄化槽工事業特例浄化槽工事業特例浄化槽工事業のののの届出届出届出届出についてについてについてについて

１１１１ 届出届出届出届出のののの手続手続手続手続きききき

特例浄化槽工事業の届出については、下記の書類を提出してください。

①特例浄化槽工事業者届出書（様式第１１号）

②建設業許可通知書の写し又は許可証明書

③営業所ごとに置かれる浄化槽設備士の浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設

備士証の写し

⑤浄化槽設備士の略歴書（様式第４号）

⑥浄化槽設備士の住民票の抄本

【提出先・部数】

①奈良県内に営業所を設置している場合

提出先・・・・営業所の所在地を管轄する土木事務所（ 建設業許可申請の手「

引き」を参照してください）

提出部数・・・正本１部、写し１部、申請者控１部 計３部

②奈良県内に営業所を設置していない場合

（県外業者の方が奈良県内で浄化槽工事を行う場合）

提出先・・・・建設業指導室（奈良市登大路町３０番地）

提出部数・・・正本１部、申請者控１部 計２部



２２２２ 有効期間有効期間有効期間有効期間・・・・手数料手数料手数料手数料

届出の有効期間は、建設業許可（土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれか）

を取得している期間です。

手数料は不要です。

３３３３ 変更届変更届変更届変更届のののの提出提出提出提出

届出事項に変更が生じた場合には、変更があった日から３０日以内に変更事項を届

け出する必要があります。

に加えて、変更する事項に応じて下記の添付書類を変更届出書変更届出書変更届出書変更届出書（（（（様式第様式第様式第様式第１２１２１２１２号号号号））））

提出してください。

変 更 す る 事 項 添 付 書 類

氏名又は名称、住所 なし

代表者の氏名（法人の場合のみ） なし

建設業許可の業種、許可番号、 許可通知書の写し又は許可証明書の写し

許可年月日

営業所の名称及び所在地 なし

浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設 当該浄化槽設備士の

備士免状の交付番号 ① 浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備

士証の写し

② 略歴書（様式第４号）

③ 住民票抄本

※建設業許可の有効期間は５年間です。更新許可された場合にも変更届の提出が必要

ですので注意してください。

《例》

変 更 前 変 更 後

奈良県知事許可（般－ ）第○○○号 奈良県知事許可（般－ ）第○○○号１５ ２０１５ ２０１５ ２０１５ ２０

４４４４ 廃業届廃業届廃業届廃業届のののの提出提出提出提出

「「「「特例浄化槽工事特例浄化槽工事特例浄化槽工事特例浄化槽工事特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なく

を提出してください。業廃業届出書業廃業届出書業廃業届出書業廃業届出書」」」」


